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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この達は、陸上自衛隊における航空機の安全円滑な運航及び主として航空

科部隊の運用に資するための気象業務について、気象庁が定める気象官署航空気

象観測業務実施要領（昭和３２年９月１０日、気管第２１４号）、航空気象予報

業務実施要領（昭和５０年３月２６日、気業第１３６号）及び航空気象報通報要

領（昭和３５年１０月２２日、気業第２４６号）による指針等を準用するととも

に、陸上自衛隊として必要な事項を定めるものとする。 



（用語の定義） 

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるとこ

ろによる。 

(1) 予報 観測の成果等に基づく気象現象の予想の発表をいう。 

(2) 気象ウォーニング 気象現象が原因で災害の発生又は航空機の運航に重大な影

響を与えるおそれがあると判断される場合に、その旨を警告して行う予想をい

う。 

(3) 気象監視 特定の空域若しくは飛行経路上の気象又は特定の航空機が遭遇する

気象を絶えず監視予察し、必要に応じて所要の気象勧告を行うことをいう。 

(4) 気象資料 気象情報資料と気象情報の総称であって、気象に関するすべての資

料をいう。 

(5) 気象業務 気象に関する業務であって、通常、気象の観測、気象資料の収集、

気象図及び予報等の作成、気象支援の実施、気象に関する調査・統計、気象資

料の通報並びにこれらを行うために、必要な付帯業務をいう。 

（細部実施要領） 

第３条 中央管制気象隊長は、別紙第１に示す細部実施要領を定めるものとする。 

（業務規則等） 

第４条 方面航空隊長（以下「航空隊長」という。）は、隷下の方面管制気象隊が

所在する飛行場及び場外離着陸場（以下「飛行場等」という。）ごとに、関係部

隊等の長及び部外機関等の長と調整し、飛行場等における気象業務の円滑な運用

を図るために必要な事項を定めるものとする。 

２ 方面管制気象隊長は、隷下の基地隊及び派遣隊（以下「基地隊等」という。）

が実施する気象業務について、気象所勤務、観測、予報、気象支援及びその他の

必要な事項に関する細部の勤務要領を定めるものとする。 

（航空気象業務に従事する者の資格） 

第５条 航空気象業務に従事する者のうち、特定の資格を必要とする者は、次の各

号に掲げる者とする。 

(1) 予報を作成する者は、中央管制気象隊長が別に定める「実務研修実施要領」

に基づく飛行場等における所要の実務研修を終了し、かつ航空気象特技を有す

る幹部 

(2) 飛行場等における観測を行う者は、前号の幹部及び「実務研修実施要領」に

基づく飛行場等における所要の実務研修を修了し、かつ中級・上級航空気象特

技を有する陸曹等並びに方面管制気象隊基地隊長又は同派遣隊長（以下「基地

隊長等」という。）が特に観測技量十分と認めた者 

（気象業務に使用する地点略号及び国際地点番号） 

第６条 陸上自衛隊の飛行場等の地点略号及び国際地点番号は、別紙第１のとおり

とする。 

第２章 気象所の運営 

（気象所の運営及び服務） 

第７条 基地隊長等は、所定の運用時間中は航空気象業務の円滑な実施を図り、常



にその機能を発揮するよう気象所を運営し維持しなければならない。 

このため、気象所には通常、当直の気象幹部（以下「予報幹部」という。）、

気象陸曹等（以下「観測員」という。）及びその他必要な者を勤務させるものと

する。 

（運用時間） 

第８条 気象所における各業務の運用時間は、中央管制気象隊長が別に定める「気

象所の運用時間」によるものとする。 

２ 基地隊長等は、運用時間以外に気象支援を必要とする場合は、その都度気象所

の運営を行うことができる。 

（気象所運営の停止等の場合の処置） 

第９条 基地隊長等は天災等真にやむを得ない事情により、気象所の運営又は第３

４条に示す気象資料系（陸上自衛隊通信実施業務規則（陸上自衛隊達第９６－１

３号）第１５条による。）への発信業務が不可能となった場合には、速やかにノ

ータムを発行するとともに他飛行場等を通じた発信（中継報）による対応を追及

するものとする。 

第３章 観測及び資料の収集 

（観測業務の内容） 

第１０条 観測業務の主要な内容は、次の各号のとおりとする。 

(1) 航空気象観測の実施 

(2) 航空機による観測等の実施 

(3) 観測諸元等の記録整理及び通報文の作成 

(4) その他前各号に附帯する業務 

（観測に使用する気象測器等） 

第１１条 観測業務に使用する気象測器等のうち、気象業務法（昭和２７年法律第

１６５号）に定めるものについては、同法の規定による検定に合格したものを使

用しなければならない。 

（航空気象観測の実施及び観測要領） 

第１２条 観測は「航空気象観測要領」に基づき観測員が実施するものとする。 

（航空機による観測等の実施） 

第１３条 基地隊長等は、当該飛行場等に所在する航空科部隊等の長から要求があ

った場合、又は気象業務実施上特に必要と認める場合は、航空隊長の定めるとこ

ろにより、気象幹部又は気象陸曹等が搭乗して行う気象観測若しくは気象偵察を

実施することができる。 

（観測諸元等の記録整理及び通報文の作成） 

第１４条 基地隊等において観測した観測諸元（以下「観測諸元」という。）は、

中央管制気象隊長が別に定める「航空気象観測要領」で示す様式に記録し、収集

した各種の観測資料は、じ後の気象業務に活用できるよう適宜の要領により記録

整理するとともに、通報を要するものはそれぞれ所定の通報文を作成するものと

する。 

（気象資料の収集） 



第１５条 気象資料は、自隊の観測及び気象資料系により収集するほか、通常次条

から第１９条までに規定するところにより行うものとする。 

（管制塔における観測及び収集） 

第１６条 陸上自衛隊が管理する飛行場に勤務する飛行場の管制所の航空管制員及

び場外離着陸場に勤務する隊員は、中央管制気象隊長が別に定める「管制塔員気

象観測要領」により管制塔において特定の観測を行うことができる。管制塔観測

の範囲及び資格は別紙第２のとおりとする。 

２ 前項に定める航空管制員及び隊員は、前項の観測を行った場合及び飛行中の航

空機から気象通報を受けた場合は、その都度それらの気象資料を気象所へ通報す

るものとする。 

（機長の気象通報） 

第１７条 機長が行う気象通報は、航空機の運航に関する訓令（防衛庁訓令第３４

号）第１８条及び陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達（陸上自衛隊達９９－

７号）第３３条の規定によるものとする。 

（操縦士気象報告の作成） 

第１８条 予報幹部は、機長が行った気象通報のうち航空機の運航に重大な影響を

及ぼす気象現象があると認めた場合は、「操縦士気象報告作成要領」に基づき

「操縦士気象報告」を作成するものとする。 

（気象資料収集等の依頼等） 

第１９条 基地隊長等は、気象資料系その他の手段により入手できない駐屯地の観

測資料等を必要とする場合は、基地通信系により関係部隊等の長に依頼し収集す

ることができる。この場合、依頼を受けた部隊等の長は、その能力及び本来の任

務遂行に支障を及ぼさない範囲内において、協力するものとする。 

２ 基地隊長等は、気象資料の迅速な収集及び局地気象の把握に着意するととも

に、特に必要な場合は直接気象官署等から所要の気象資料の提供を受けることが

できる。 

第２０条 削除  

第４章 予報等の作成 

（予報等の作成内容） 

第２１条 予報等の作成の主要な内容は、次の各号のとおりとする。 

(1) 気象図等の作成 

(2) 予報の作成 

(3) 気象ウォーニングの作成 

（気象図等の作成） 

第２２条 気象図等は、正確な気象現況の把握と的確な予報を主眼として、中央管

制気象隊長が別に定める「気象図作成要領」に基づき作成し、通常、地上天気

図、高層天気図（等圧面天気図）、断熱図及びその他所要の補助図等を基準とし

て整備するものとする。 

（予報の区分及び作成） 

第２３条 基地隊等において作成する予報は、航空気象予報及びその他の予報と



し、航空気象予報は、通常、飛行場予報、経路予報（航空路予報）及び空域予報

に区分する。 

２ 予報幹部は、次の各号に掲げる基準によりそれぞれの予報を作成するものとす

る。 

(1) 飛行場予報は、中央管制気象隊長が別に定める「飛行場予報作成要領」に基

づき作成する。また、飛行場予報断面図は、各飛行場の運用時間等の特性に応

じて中央管制気象隊長が別に定める「予報断面図作成要領」に基づき作成し、

予報を更新の都度所要の修正を行う。 

(2) 経路予報は中央管制気象隊長が別に定める「予報断面図作成要領」に基づき

作成する。経路予報断面図は、通常、機長等から要求があった場合努めて作成

する。 

(3) 空域予報は中央管制気象隊長が別に定める「予報断面図作成要領」に準じて

作成する。 

(4) 前各号のほか、その他の予報を要求された場合は、通常その都度それぞれの

要求に応じた内容をもって作成する。 

（気象ウォーニングの作成） 

第２４条 予報幹部は、航空機その他の施設に重大な影響を及ぼすおそれのある気

象状態が予想される場合は、中央管制気象隊長が別に定める「気象ウォーニング

作成要領」に示す基準により気象ウォーニングを作成し、発表するものとする。 

第５章 気象支援 

（気象支援の内容） 

第２５条 気象支援とは、航空機又は航空科部隊等の任務達成を容易にするために

行う気象情報の提供等をいい、その主要な内容は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

(1) 気象説明の実施 

(2) 観測諸元の通報 

(3) 気象の解析成果及び予報の提供 

(4) 気象ウォーニングの通報 

(5) 飛行計画書飛行気象予報の記入 

(6) 気象監視 

(7) その他の気象情報の提供 

（部隊等に対する気象支援） 

第２６条 基地隊長等は、当該飛行場等に所在する航空科部隊等に対し、適時適切

な気象支援を行わなければならない。また、基地隊等が所在する駐屯地の駐屯地

司令（又は分屯地司令）に対しては、必要の都度所要の気象支援を行うものと

し、航空科以外の部隊等から要求があった場合には、可能な範囲で協力するもの

とする。 

（航空機等に対する気象支援） 

第２７条 予報幹部は、中央管制気象隊長が別に定める「飛行気象予報の記入及び

気象説明実施要領」に基づき、出発する機長に対して最新の気象資料に基づく気



象説明を直接行った後、差し出された飛行計画書の飛行気象予報を記入し署名す

るものとする。 

２ 陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達（陸上自衛隊達第９９－７号）第１７

条第２項に規定する機長から、電話等により飛行のための気象支援の要求を受け

た場合は、前項に準じて気象説明を行うとともに、所要の記入事項を通報し、そ

の控えを気象所に保存するものとする。 

３ 在空機に対する気象勧告は、中央管制気象隊長が別に定める「気象勧告実施要

領」に基づき機を失せず行うものとする。 

（運航事務所及び管制塔に対する気象支援） 

第２８条 気象所の勤務者は、常に運航事務所及び管制塔と連携を保持し、適切な

気象支援を行うものとする。ただし、国土交通大臣又は地方公共団体が管理し、

陸上自衛隊が共用する飛行場及び八戸飛行場にあっては、通常管制塔に対する気

象支援は行わないものとする。 

２ 飛行場等ごとに定められた各種気象状態の最低気象条件未満の値及び機種別飛

行制限値等を観測した場合は、直ちに運航事務所に通報しなければならない。 

（予報等の掲示） 

第２９条 飛行場予報断面図その他所要の気象情報は、常に最新の状態で気象所に

掲示するものとし、当該予報を著しく修正したときその他必要な場合は、関係部

隊等に速報するものとする。 

（気象ウォーニングの通報） 

第３０条 気象ウォーニングを作成、修正又は解除した場合は、機を失せず在空機

及び関係部隊等に通報するものとする。 

（気象監視） 

第３１条 基地隊長等は、運用時間中は常時、出発航空機については目的地飛行場

又は代替飛行場の到着予定時刻まで気象監視を行うものとする。 

２ 陸上自衛隊以外に航空気象業務を行う部隊又は官署が所在する飛行場（札幌飛

行場及び八戸飛行場並びに国土交通大臣又は地方公共団体が管理し陸上自衛隊が

共用する飛行場）を使用する航空隊長は、気象監視について、当該飛行場の管制

気象業務を担任する部隊又は官署の長と協議することができる。 

（海上自衛隊及び航空自衛隊の航空機等に対する気象支援） 

第３２条 陸上自衛隊に属さない自衛隊の航空機及び部隊等から要求があった場合

は、可能な範囲で陸上自衛隊に対する気象支援に準じて協力するものとする。 

（予報の発表制限） 

第３３条 予報（指定された飛行場等の飛行場予報を除く。）及び気象ウォーニン

グは、自衛隊以外に発表してはならない。ただし、陸上自衛隊が管理する飛行場

（札幌飛行場を除く。）において自衛隊以外の航空機が当該飛行場を使用するた

めに必要な場合、又は陸上自衛隊が管理する飛行場において飛行中の自衛隊以外

の航空機から管制塔を通じて要求があった場合は、この限りでない。 

第６章 気象資料系による気象資料の通報及び編集並びに気象通信 

（基地気象報の通報） 



第３４条 基地隊長等は、通常次の各号に掲げるものを基地気象報として、中央管

制気象隊長が別に定める「基地気象報等通報要領」に基づき気象資料系に通報す

るものとする。 

(1) 定時及び特別飛行場実況気象報 

(2) 飛行場予報 

(3) 操縦士気象報告報 

(4) その他特に必要な気象資料 

（中央管制気象隊長の行う気象資料の編集及び通報） 

第３５条 中央管制気象隊長は、気象庁及び他の自衛隊等から収集した気象資料

を、各飛行場等における気象業務の遂行に適合するように編集し、中央気象報と

して気象資料系に速報するとともに、基地気象報についても同様に編集し、速報

するものとする。 

（気象通信の実施要領） 

第３６条 気象資料系による気象通信の実施要領は、陸上自衛隊通信実施業務規則

（陸上自衛隊達第９６－１３号）に定めるところによる。 

第７章 気象に関する調査及び統計 

（気象調査） 

第３７条 航空隊長は、航空機の運航及び航空科部隊の運用に影響する当該方面隊

区内における局地的な気象変化の実態を明らかにするため、計画的な気象調査を

実施するものとする。 

２ 基地隊長等は、日常の気象業務を通じ継続して観測及び予報に関する技術的な

調査等を行い、特に各飛行場等及びその周辺における気象の予報則または経験則

の解明整理に努めるものとする。 

３ 中央管制気象隊長は、航空気象に関する技術資料等を調査収集し、整理するも

のとする。 

（気象統計資料） 

第３８条 基地隊長等は、当該飛行場等の観測諸元及び気象変化の量的時間的限界

等を整理し、飛行場等及びその周辺の気象状態を明らかにするための統計資料を

作成するものとする。その作成要領は、暦年ごととし中央管制気象隊長が別に定

める「気象統計資料等作成要領」を準用する。 

２ 中央管制気象隊長は、飛行場等の気象資料を整理し、主として全国的な航空気

象に関する統計資料を作成するものとする。 

（飛行場気象便覧） 

第３９条 基地隊長等は、予報の精度向上に資するため、当該飛行場等及びその周

辺の気象特性を把握し、中央管制気象隊長が別に定める「気象統計資料等作成要

領」に基づき飛行場気象便覧を作成するものとする。 

２ 中央管制気象隊長は、各気象所の飛行場気象便覧を編集し、必要の都度気象資

料系で配布するものとする。 

（気象資料の保存） 

第４０条 気象資料は、常に活用できる状態に整理し、中央管制気象隊長が別に定



める「気象資料の保存基準」に基づき保存するものとする。 

第８章 雑 則 

（観測施設の設置又は廃止に伴う報告等） 

第４１条 方面総監は、航空気象観測施設を設置又は廃止した場合は、気象業務法

第６条第３項並びに同法施行規則第２条第１項及び同条第２項の規定による気象

観測施設設置（廃止）届出２通を提出するとともに、その写に観測施設の位置

（緯度・経度）を付記して、速やかに陸上幕僚長（指揮通信システム・情報部長

気付）に報告するものとする。（情定第１号） 

（航空気象業務報告） 

第４２条 航空隊長は、航空気象業務に関する他自衛隊・部外機関との協定及び主

要な規則等を制定（改正又は廃止した場合を含む。）した場合、２箇月以内に順序

を経て陸上幕僚長（指揮通信システム・情報部長気付）に報告するものとする。

（情定第２号） 

（特定飛行場等における航空気象業務） 

第４３条 国土交通大臣又は地方公共団体の長が管理し陸上自衛隊が共用する空港

における航空気象業務は、陸幕調第１１２号（１７．５．２６）別添「飛行場に

おける防衛庁と気象庁との航空気象業務の相互協力に関する協定」によるほかこ

の達に定めるところによるものとする。 

２ 海上自衛隊又は航空自衛隊が管理し陸上自衛隊が共用する飛行場における航空

気象業務のうち、第２章から第６章までの規定については、各方面航空隊長又は

第１５ヘリコプター隊長が当該飛行場の気象業務を担任する海上自衛隊又は航空

自衛隊の気象部隊等の長と協議のうえ、行うものとする。 

３ 市ヶ谷場外離着陸場における航空気象業務の実施は、可能な範囲においてこの

達に準じて行うものとする。 

４ 中央管制気象隊長が行う航空気象業務は、この達に定めるほか別に示すところ

によるものとする。 

（委任） 

第４４条 この達の実施に関し必要な事項については、中央管制気象隊長が定める

ことができる。 

 

附 則 

この達は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成２１年２月３日陸上自衛隊達第122－230号） 

 この達は、平成２１年２月３日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２７日陸上自衛隊達第99-9-1号） 

 この達は、平成２９年３月２７日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日陸上自衛隊達第99-9-2号） 

 この達は、平成３０年３月２７日から施行する。 

 

 



別紙第１（第３条関係） 

細部実施要領の範囲 

区分 項 目 準用法令等 

１ 航空気象観測要領 気象官署航空気象観測業務実施要領（昭和

３２年９月１０日、気管第２１４号） ２ 管制塔員気象観測要領 

３ 操縦士気象報告作成要領 

・航空機の運航に関する訓令（防衛庁訓令

第３４号）第１８条 

・陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達

（陸上自衛隊達９９－７号）第３３条 

４ 気象図作成要領 

航空気象予報業務実施要領（昭和５０年３

月２６日、気業第１３６号） 

５ 飛行場予報作成要領 

６ 予報断面図作成要領 

７ 気象ウォーニング作成要領 

８ 
飛行気象予報の記入及び気

象説明実施要領 

９ 気象勧告実施要領 

１０ 基地気象報等通報要領 
航空気象報通報要領（昭和３５年１０月２

２日、気業第２４６号） 

１１ 気象統計資料等作成要領 気象官署航空気象観測業務実施要領（昭和

３２年９月１０日、気管第２１４号） １２ 気象資料の保存基準 

１３ 実務研修実施要領 

・気象官署航空気象観測業務実施要領（昭

和３２年９月１０日、気管第２１４号） 

・航空気象予報業務実施要領（昭和５０年

３月２６日、気業第１３６号） 

１４ 気象所の運用時間 
各飛行場等運用規則に基づき必要な時間を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第２（第６条関係） 

 

地点略号及び国際地点番号一覧表 

飛行場等名 地点略号 国際地点番号 

札幌飛行場（丘珠） ＲＪＣＯ ４７ ４７９ 

旭川飛行場 ＲＪＣＡ  ４７７ 

十勝飛行場 ＲＪＣＴ  

霞目飛行場 ＲＪＳＵ    ５６７ 

八戸飛行場 ＲＪＳＨ－Ｇ  

山形空港（神町） ＲＪＳＣ－Ｇ  

立川飛行場 ＲＪＴＣ    ６６０ 

霞ヶ浦飛行場 ＲＪＡＫ    ７１６ 

富士場外離着陸場（滝ヶ原） ＲＪＡＴ    ７２１ 

木更津飛行場 ＲＪＴＫ    ６６１ 

宇都宮飛行場 ＲＪＴＵ    ６９２ 

相馬原飛行場 ＲＪＴＳ  

市ヶ谷場外離着陸場 ＲＪＡＩ  

八尾空港 ＲＪＯＹ－Ｇ  

明野飛行場 ＲＪＯＥ    ７３０ 

熊本空港（高遊原） ＲＪＦＴ－Ｇ  

目達原飛行場 ＲＪＤＭ    ８６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第３（第１６条関係） 

 

管制塔観測の範囲及び資格 

 

１ 管制塔において行う観測の範囲は、通常次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 雲の観測 

(2) 管制塔視程 

(3) 天気現象及び視程障害現象 

(4) アルチメーター 

(5) 風向及び風速 

(6) その他管制塔において観測しうる特異現象 

２ 管制塔観測が行うことができる航空管制員及び隊員の資格は、基地隊等におい

て中央管制気象隊長が別に定める「管制塔員気象観測要領」に示す教育基準を履

修し、方面管制気象隊長が行う所要の資格試験に合格した者とする。 

３ 第１項に示す観測及び前項の教育実施の細部要領は、方面管制気象隊長が定め

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


